
狭山市告示第３９号 

狭山市旅券事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 令和６年２月２８日 

                     狭山市長 小谷野  剛      

 

   狭山市旅券事務取扱要綱の一部を改正する告示 

 狭山市旅券事務取扱要綱（平成２８年告示第１４５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条第１項第１号中「午後４時３０分」を「午後４時」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


